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Ａ：災害情報単純化プロジェクト
～災害情報の一元化・単純化による分かりやすさの追求～
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これまで情報発信者がそれぞれ提供してきた災害情報をひとまとめで確認できるよう、気象
情報、水害・土砂災害情報および災害発生情報等を一元的に集約したポータルサイトを作成
する。

①水害・土砂災害情報統合ポータルサイトの作成
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リスク情報

河川情報 気象情報

被害情報 ライブ情報

避難情報

ダム情報土砂災害情報
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R1年6月 情報マルチモニタ（PC版、スマホ版）運用開始
R1年12月 市町村選択機能を情報マルチモニタに追加
R2年3月 避難情報の提供開始（8月に表示を一部改良） 6
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②ＤｉＭＡＰＳによる災害ビッグデータを含む事前情報・被害情報の一元表示

浸水想定区域図など災害に関するデータを今後ますます充実させていくとともに、ビッグデー
タは処理や表示に時間がかかることから、それらのビッグデータをDiMAPS上でスピー
ディーに表示できるようシステム改良を行う。

浸水想定区域図

浸水想定区域図などの大容量
データの表示をパソコンや携帯
端末でスムーズに行うための画
像タイルに変換し地図表示を迅
速に行う。

１）浸水想定区域図など大容量データの迅速な表示

３）ETC2.0をはじめとする車両プローブ情報の活用

２）携帯端末用表示対応

閲覧す る 端末
に適切な文字
サ イ ズ や 配 置
で 画 面 表 示 で
きるように調整

ＥＴＣ2.0をはじめとする車両プローブ情報も活用し、

緊急物資の輸送や一般利用者への通行可否情報の

提供等、情報提供の強化を図り、災害対応への支援

を強化する。 車両プローブ情報の活用事例
（広島市・呉市周辺通れるマップ※）
※現地調査、官民の車両プローブ情報を基に作成

R1年 9月 地図表示の迅速化
R1年12月 モバイル端末向け表示の開始
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・閲覧する端末の画像サイズに
応じた、適切な文字サイズ及び
画面配置等の設定。

・モバイル端末ユーザーを想定し、
タップしやすいタブの設定。

・交通網への影響等、高いニーズ
が想定される情報を中心とした
初期表示の設定。
（他の情報は選択して表示可）

・情報を画像タイルに変換すること
による地図表示の迅速化。

ＤiMAPS表示例：令和2年7月豪雨

○ モバイル端末向け表示の概要

河川・管理施設被害
状況（国）

港湾・施設等被害状況

都市・公園被害状況

鉄道運行状況

タブの最適化

ピンチイン・
ピンチアウト



国土交通省のLアラート接続を進め、水害・土砂災害情報について、Lアラートを活用してマス
メディア等に提供するとともに、自治体の避難情報との連携や、情報の重要性が一目で分か
るような情報発信のタイトルに危険度レベルを付けた配信等、迅速かつ適切な情報配信が行
われるような仕組みを構築する。

③一元的な情報伝達・共有のためのLアラートの活用

9

10
H31年4月 地方整備局において、Ｌアラート導入
R 1年6月3日 Ｌアラートへ「水位周知情報」、「ダム放流情報」の提供開始
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Lアラート表示イメージ



水害・土砂災害情報について、短いフレーズで意味を伝えられるように言葉を共通化しあら
ゆるメディアで共通して使用する「ワンフレーズ・マルチキャスト」を推進する。また、ラジオな
ど音声での伝達を想定し、情報配信の際には読み仮名を付けて配信する。

【○○県を流れる○○川で河川氾濫
発生（レベル５）】

○日○時○分、○○県を流れる○○
川に河川氾濫発生情報が発表された。

○○地方整備局○○河川事務所、

○○地方気象台の発表内容は以下
のとおり。

○○川では、氾濫が発生（レベル５）

「○○川では、○○地先付近におい
て氾濫が発生しました。（レベル５）
直ちに、市町村からの避難情報を確
認するとともに、各自安全確保を図る
など、適切な防災行動をとって下さ
い。」

・・・

短
い
フ
レ
ー
ズ

で
の
情
報

補

足

情

報

④「ワンフレーズ・マルチキャスト」の推進

洪水情報（例）

メディアの特性
に応じて追加

画像・映像情報や
詳細な文字情報など

よみがな

よみがな

よみがな

よみがな

読み仮名を
付与

マ
ル
チ
キ
ャ
ス
ト
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ワ
ン
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レ
ー
ズ

「ワンフレーズ」を
様々なメディアで共

通的に使用
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H31年 3月29日 各地方局へ、短いフレーズでの伝達、よみがなを付した配信の実施を
通知

R 1年12月 観測所等のよみがなデータベースweb開設 12

よみがなデータベース

50文字

58文字

１４０字以内でプレスリリース



⑤災害情報（水害・土砂災害）用語・表現改善点検会議の実施

水害・土砂災害関連の記者発表内容や情報提供サイト等について、内容や用語が分かりや
すいか、また、放送で使いやすいか等の観点から情報発信者である行政関係者と情報伝達
者である気象キャスター等が連携して定期的に点検を行い、結果を踏まえて用語や表現内
容の改善を図る。
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R2年 2月 気象キャスター等によるわかりにくい・説明しずらい表現等のアンケート調査
R2年 5月 第1回 水害・土砂災害に関する防災用語改善検討会の開催
R2年 6月 第2回 水害・土砂災害に関する防災用語改善検討会の開催 14

第２回検討会の開催状況
（令和２年６月２５日）

水害・土砂災害に関する防災用語・表現の見直し

検討会委員
伊藤 みゆき NPO 法人 気象キャスターネットワーク
牛山 素行 静岡大学 防災総合センター 教授
苅田 伸宏 ヤフー株式会社 メディア統括本部 編集本部 本部長
里 匠 日本放送協会 アナウンス室 副部長
関谷 直也 東京大学大学院 情報学環 防災情報研究センター(CIDIR) 准教授

◎ 田中 淳 東京大学大学院 情報学環 特任教授
田中 里沙 事業構想大学院大学 学長、株式会社宣伝会議 取締役
谷原 和憲 日本テレビ放送網株式会社 報道局 ニュースセンター専任部長
松本 浩司 日本放送協会 解説主幹
矢守 克也 京都大学 防災研究所 教授 ◎：座長



R1年6月21日 気象キャスターとの意見交換会開催
R1年9月 気象キャスターなどが利用できる解説材料（案）を作成・配布

⑥天気予報コーナー等での水害・土砂災害情報の平常時からの積極的解説

行政機関と気象キャスターとの平常時からの連携を強化し、梅雨や台風シーズン期の平時
の天気予報や気象情報の放送時に、気象キャスターが水害・土砂災害時に発表される情報
について解説し、どのような種類の情報がどのような順番でどのようなタイミングで出てくるの
か等を視聴者に分かりやすく伝える。
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プッシュ型情報

⑦災害の切迫状況に応じたシームレスな情報提供

台風接近の状況下など住民の関心が高まりつつある時点では、避難行動を解説する記事の
掲載や、ハザードマップや災害情報ポータルサイトの紹介を行い、一方で、発災直前には、
緊急速報メール等のトリガー情報を契機としてより詳細なプル型のネット情報に誘導して危険
情報を的確に伝えるなど適時適切でシームレスな情報を提供する。

水位上昇中
発災

発災数日前 発災直前

台風接近中

緊急速報メール等
平時から災害時へのトリガー

プル型情報
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Ｂ：災害情報我がことプロジェクト
～災害情報のローカライズの促進と個人カスタマイズ化の実現～
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ケーブルテレビ事業者が有する地域密着性というメディア特性を活かして、コミュニティーFM
等のラジオ放送からの音声放送や国土交通省の河川監視カメラ映像とのコラボレーション放
送により、より身近な地域の防災情報を住民に届け、的確な避難行動につなげる。

⑧地域防災コラボチャンネルの普及促進

ケーブルテレビ局
はLアラート等
を用い情報配信

国交省からの
河川監視カメラ
映像配信

音声放送

19

二次元
コード

R1年5月21日 国交省と日本ケーブルテレビ連盟間で河川情報等の提供に関する
協定締結

R1年6月～ CATVにおいて、災害時に水位、カメラ映像を放送
R2年度 参加事業者をさらに増やすため調整中 20

令和元年度地域防災コラボチャンネル
社会実験参加事業者（１８社）

大雨時における配信状況（ケーブルワン）

台風第１９号における配信状況
（INC長野ケーブルテレビ）



地域のリスク情報を充実させるものとして、上流から下流まで連続して洪水危険度を把握し、
水位の実況値や予測値を分かりやすく表示する「水害リスクライン」により地先毎の危険度情
報を提供する。

⑨水害リスクラインによる地先毎の危険度情報の提供
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現行の洪水予報・危険度の表示
一連の区間の中で最も危険な場所にあわせて
発令されているために、場所によっては、身近な
地点の危険度や住民との切迫感とのずれが発生。

洪水の危険度、切迫性をわかりやすく提
供することで、住民の避難行動が円滑化

洪水予報の充実
これまでの３時間先の水位予測に加え、最高水位やその時間等の情報も提供するなど洪水予報の内
容を充実

水害リスクラインを活用した洪水予報・危険度の表示
河川の区間毎や氾濫ブロック毎といったきめ細かな洪水情報等を実施するととともに、
水位情報、カメラ画像、浸水想定区域などの情報との一元化

22

R1年6月19日 10水系において市町村等向けに提供開始
R1年9月11日 50水系に提供を拡大
R2年3月 国が管理する全109水系で提供開始
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令和２年７月豪雨における表示（江の川水系江の川の例）

河川水位表示機能

近隣の水位観測所

地先毎の洪水危険度を表示



⑩ダム下流部のリスク情報の共有

地域のリスク情報を充実させるものとして、ダム下流部において、想定最大規模降雨により
当該河川が氾濫した場合の浸水想定図の作成・公表等を通じ、住民等に対して平常時から
リスク情報を提供し、洪水時における住民等の円滑かつ迅速な避難の確保等を図る。
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H31年3月 肱川水系で平成30年7月豪雨の実績浸水深の表示を設置（約40カ所）
R1年 5月 肱川水系で野村・鹿野川ダム下流における浸水想定区域図を作成・公表
R2年 3月 直轄及び水資源機構管理ダム（約100ダム）下流の浸水想定図作成・公表予定
R3年 4月 道府県管理ダム（約200ダム）下流の浸水想定図作成・公表予定

●浸水想定図の作成
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地元説明会の様子【長島ダム】
（令和元年度9月1日（日））

ダム下流における浸水想定図作成例
（令和元年5月 肱川水系）



⑪ダムの状況に関する分かりやすい情報提供

ダム放流量や貯水池への流入量等の情報に加え、貯水位の状況、ダム下流河川の状況、カ
メラ映像等の情報をテレビ等のメディアを通じて住民に提供する。

ケーブルテレビと連携した情報提供（九州地方整備局の例）

広告
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配信イメージ

R1年4月22日 分かりやすいダム放流通知文の試行開始を通知
R1年6月 カメラ映像の配信（西予ケーブルテレビ（愛媛県）を開始 26

ホームページに放流状況等のメッセージを記載 ＣＣＴＶ映像を地元ケーブルテレビへ配信
※西予CATV契約者のみ視聴可能

ダム状況に合わせてメッセージ変化

《●時間前通知》
●●ダムでは、今後計画規模を超える洪水が予想さ
れるため、●月●日●時より異常洪水時防災操作に
移行します。自治体からの避難情報を確認してくださ
い。（今後の降雨状況により時間が前後する可能性
があります。）【警戒レベル●相当】

下筌ダムの状況説明フリップボード

7月7日9時：九州地方整備局と福岡管区気象台との
合同記者会見で活用

チャンネル（番組）下部にテロップを表示



⑫天気予報コーナー等での地域における災害情報の平常時からの積極的解説

行政機関と気象キャスターとの平常時からの連携を強化し、梅雨や台風シーズン期の平時
の天気予報や気象情報の放送時に、気象キャスターがその地域に根ざしたハザード情報、リ
スク情報、水害・土砂災害情報等、河川の特徴や観測所の見方等を解説する。

27
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R1年6月～ 地域メディア連携協議会において意見交換
R1年9月 気象キャスターなどが利用できる解説材料（案）を作成・配布

令和元年８月１５日
報道ランナーにおいて河川情報の

取得方法と活用方法の紹介
（関西テレビ放送）

解説材料イメージ

二つの川が合流するような場所では、上流の雨の状況
などで一方の川の水位が上昇した場合、水は高いところ
から低いところに流れるため、合流点からもう一方の川の
方に逆流するように流れます。

また、同時に水位が上昇した場合でも、川の勾配が異
なるような場合には、同じような現象が起きる場合があり
ます。

これが「バックウォーター現象」と呼ばれるものです。



「逃げ遅れゼロ」の実現のため、テレビ、ラジオ、ネットメディア等と連携して、一人一人の災
害時の防災行動計画（「マイ・タイムライン」）の検討の手引きや策定ツールを全国で共有する
とともに専門家を紹介する等により、「マイ・タイムライン」の普及拡大を図る。

29

⑬テレビ、ラジオ、ネットメディア等と連携した「マイ・タイムライン」の普及促進

3030

R1年10月～ ワークショップ講師のための講習会を開催
R2年6月 マイ・タイムライン普及促進のための「かんたん検討ガイド」を作成

気象キャスターの方々を対象にWeb会議形式で研修会を開催

マイ・タイムライン検討ツール
「逃げキッド」

ワークショップ講師のための研修会を開催
（令和元年１０月２０日）

マイ・タイムラインかんたん検討ガイド



⑭マイ・ページ ～一人一人が必要とする情報の提供へ～

一人一人が必要な地域防災情報を一覧表示できる「マイ・ページ」機能を導入し、災害発生
時の速やかな行動に結びつける。

31
R1年12月 市町村選択機能を情報マルチモニタに追加

3232



⑮スマホアプリ等の活用促進に向けた災害情報コンテンツの連携強化

既存のスマートフォン防災アプリやSNSを使って、利用者自らがあらかじめ災害時に必要と

なる情報を登録しておくことで、発災時には、利用者は直接必要な災害情報を得られる。この
ような機能の活用促進に向けて、行政とメディアの災害情報コンテンツにおける連携を強化
する。

33

34

土砂災害警戒区域

土砂災害警戒判定メッシュ情報

都道府県砂防部局が調査・指定
国土交通省がオープンデータ化

気象庁が発表

大雨警戒レベルマップ

広島県・ヤフー(株)が共同開発

× 提供

R1年6月25日 Yahoo!による「大雨警戒レベルマップ」の提供を開始
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Ｃ：災害リアリティー伝達プロジェクト
～画像情報の活用や専門家からの情報発信など切迫感とリアリティーの追求～

36



⑯河川監視カメラ画像の提供によるリアリティーのある災害情報の積極的な配信

リアリティーのある気象の状況や河川の状況を住民一人一人に伝達するため、河川監視カメ
ラを活用し、通常の文字情報に加え、画像・映像によるリアリティーのある災害情報の積極的
な配信を行う。

スマートフォン、PCによる閲覧

テレビ放送（データ放送含む）

河川監視カメラ(増強)
河川監視カメラ(既設)

浸水想定区域

インターネットライブチャンネル
等を活用した河川監視カメラ画
像配信

37

R1年6月17日 YouTubeによる動画配信開始（近畿地方整備局）
R1年7月～ 各地方整備局でYouTubeによる動画配信を拡充 38

YouTubeによる
河川ライブカメラの配信
（令和２年７月７日）

整備局名 対象河川 カメラ数
チャンネ

ル数
配信

開始日

北海道
開発局

13水系14河川
（天塩川水系天塩川他）

14 1
令和元年
8月16日

近畿地方
整備局

9水系15河川
（由良川水系由良川他）

16 1
令和元年
6月17日

中国地方
整備局

2水系4河川
（高梁川水系高梁川他）

4 2
令和元年
7月31日

四国地方
整備局

1水系2河川
（肱川水系）

4 1
令和元年
10月31日

九州地方
整備局

20水系74河川 310 20
令和２年
6月5日



R2年7月 路上変圧器に設置するデジタルサイネージ等の占用許可基準を緩和 39

⑰ＥＴＣ２．０やデジタルサイネージ等を活用した道路利用者への情報提供の強化

ＥＴＣ２．０やデジタルサイネージ等のＩＣＴも活用し、ドライバーや避難者、住民等に対する情報提供の強
化を図り、災害時における適切な行動につなげる。

対象 情報提供内容・方法

ドライバー

住民
（避難者等）

○ＥＴＣ２．０による更なる防災情報提供 （一般道における拡充）
・画像情報、アンダーパス冠水情報

○VICSによる更なる防災情報提供の検討
（走行時に注意するエリアの地図上表示）

○車両プローブ情報を活用した官民連携による通れるマップ情報の強化
○道の駅や交通結節点における情報提供の強化
○路上変圧器を活用したデジタルサイネージによる情報提供 など

ナ
ビ
に
よ
る

大
雨
エ
リ
ア
の
提
供

広
島
市
・
呉
市
周
辺

通
れ
る
マ
ッ
プ

道
の
駅
「
た
け
は
ら
」

（
広
島
県
竹
原
市
）

情
報
提
供

イ
メ
ー
ジ

○km先 冠水通行止め

40



国土交通省職員など普段現場で災害対応に当たっている専門家がリアルタイムの状況をテ
レビやラジオなどのメディアで解説し、状況の切迫性を直接住民に伝える。

⑱水害・土砂災害情報を適切に伝えるため専門家による解説を充実

国土交通省職員による解説事例
（平成２８年台風１０号（平成２８年８月３０日 放映）） 41

H31年3月29日 洪水時の解説の取組推進について地方局に通知
R1年5月 国土交通省職員などの専門家による解説を開始。
R1年10月末迄 ５７回実施

（整備局と気象台による合同説明会19回、電話等による専門家解説38回）
R2年 7月末迄 17回実施

（国土交通省と気象庁：3回、整備局と気象台：10回、電話による専門家解説4回）

42

近畿地方整備局による電話解説
（令和元年８月１５日 ＮＨＫ「ニュース
『台風10号』関連」（全国放送））

水管理・国土保全局と気象庁による合同記者会見
令和２年７月４日 １１時１０分

水管理・国土保全局
河川環境課長

気象庁
予報課長



43

Ｄ：災害時の意識転換プロジェクト
～災害モードへの個々の意識を切り替えさせるトリガー情報の発信～

44



関係機関との連携のもと、各種防災情報における住民自らの行動（避難準備や避難開始）の
ためのトリガーとなる情報を明確化し、これらのトリガー情報について適切なタイミングで発信
する。

⑲住民自らの避難行動のためのトリガー情報の明確化

45

4646

R1年5月29日 警戒レベル相当情報を付した、洪水予警報、土砂災害警戒情報の
発表開始

R2年6月5日 洪水予報文において河川名や地名等に読み仮名を追加

①

② ③

④ ⑤ ⑥

読み仮名の追加

① 予報区間名
② 河川事務所名
③ 気象台名
④ 河川名
⑤ 基準観測所名
⑥ 市区町村名

①

②

警戒レベル相当情報
の付与

① 洪水予報の
警戒レベル相当

② 観測水位の
警戒レベル相当



⑳緊急速報メールの重要性の住民への周知

緊急速報メールを受信した際に適切な行動をとることができるよう、緊急速報メールは「生命
に関わる緊急性の高い情報」であることをテレビやラジオ等のメディアを通じて周知する。

「生命に関わる緊急性の高い情報」を、
特定のエリアの対応端末に配信するもの。

受信した場合は、

防災無線、テレビ、ラジオ等を活用し、お住まいの自治
体の指示に沿って落ち着いて行動してください。

47

48

R1年6月3日 携帯キャリアにおける手引きに「警戒レベルの運用」を追加
R1年6月～ 各メディアにおいて周知を実施。引き続き、各メディアや政府広報等により

周知

48

ラジオ放送での周知
（2019,5,18; TOKYO FM）

緊急速報メールの発信状況画面（2019.8.28）
観測所：六角川水系六角川

潮見橋観測所（佐賀県武雄市）

配信市町村：佐賀県武雄市、嬉野市、
大町町、江北町、白石町



（例）

水害・土砂災害に関する緊急速報メールについて、緊急性とその内容が的確に伝わるよう、
配信文例を作成し関係者間で共有するとともに、携帯事業者が作成している「緊急速報メー
ル配信の手引き」等に反映し、自治体にも周知する。

・水害・土砂災害に関
する情報発信につい
ての文例を整理し、
統一化・簡素化を図
る

発信者によって配信内容や表現
が統一されてなく、分かりにくい

配信文の統一化・簡素化

・文章が長く、真に必要な情
報が伝わりにくい
・緊急性が低い情報を配信し
ている例がある 等

・文章を簡潔・明瞭化

件名：河川氾濫のおそれ

本文：
○○川の○○（○○市○○）付近
で水位が上昇し、避難勧告等の
目安となる「氾濫危険水位」に到達
しました。堤防が壊れるなどにより
浸水のおそれがあります。
防災無線、テレビ等で自治体の情
報を確認し、各自安全確保を図る
など、適切な防災行動をとって
ください。
本通知は、○○地方整備局より
浸水のおそれのある市町村に配信
しており、対象地域周辺においても
受信する場合があります。

エリアメール配信文基本構造

a.ヘッダー情報（レベル表示）

b.発信者

c.発令内容

d.理由

e.行動要請

f.その他

1.発令情報

2.発令時間

3.対象地域

1.何が

1.いつ

2.誰が

3.何を

4.どこで

5.どのように

㉑緊急速報メールの配信文例の統一

49

こちらは国土交通省〇〇地方整備局です。

内容：河川氾濫のおそれ

理由：○○川の○○（○○市○○）付近
で避難勧告の目安である「氾濫危険水位」に
到達

対象地区：✕✕地区、 ✕✕地区

防災無線、テレビ等で自治体の情報を確認し、
各自安全確保を図るなど、適切な防災行動を
とってください。

50

H31年3月 緊急速報メールの配信文の統一化・簡素化の通知
R1年 6月 携帯キャリアにおける手引きに「警戒レベルの運用」と配信文の簡素化を追加

警戒レベル情報の追加、簡潔・明瞭化した文での配信を開始
R2年 6月 市町村の意向を再確認し配信対象を変更

情報を絞り込み、短い文章で危機感が的確に伝わるよう文章を見直し 50

【見本】

（件名）
氾濫のおそれ

（本文）
警戒レベル４相当

多摩川で氾濫のおそれ

田園調布（大田区）付近で河川の水位が
上昇、氾濫が発生する危険があります

自治体からの情報を確認し、安全確保を
図るなど速やかに適切な防災行動をとっ
てください。今後、氾濫が発生すると、避
難が困難になります

（国土交通省）

【見本】

（件名）
氾濫発生

（本文）
警戒レベル５相当

阿武隈川で氾濫が発生

須賀川市和田地先（西側）付近で河川の
水が堤防を越えて住宅地などに押し寄せ
ています

命を守るための適切な防災行動をとって
ください

（国土交通省）

【見本】

（件名）
氾濫発生

（本文）
警戒レベル５相当

越辺川で氾濫が発生

東松山市正代地先（西側）、川越市平塚
新田地先（南東側）で堤防が壊れ、河川
の水が住宅地などに押し寄せています

命を守るための適切な防災行動をとって
ください

（国土交通省）

②-ⅱ 氾濫が発生した情報
（※堤防が壊れ河川の水が大量に溢
れ出している情報）

②-ⅰ 氾濫が発生した情報
（※河川の水が堤防を越えて流れ出てい
る情報）

①河川氾濫のおそれがある情報

警戒レベルを追加

簡潔・
明瞭化



51

Ｅ：災害情報メディア連携プロジェクト
～災害情報の入手を容易にするためのメディア連携の促進～

52



台風接近時等のタイミングで、避難行動を解説する記事の掲載と合わせて、二次元コードを
新聞紙面に表示して災害情報サイトにリンクさせるなど、紙面からネット情報に導く。

㉒新聞等の紙メディアとネットメディアの連携

53

54

R1年5月 地方新聞社連盟を通じて加盟各社に県別ハザードマップサイトの２次元コードを
配布

R1年6月～ 地方メディア連携協議会において、地域別の２次元コードを配布 54

地域のハザードマップへ

長崎新聞によるハザードマップの周知
（2019.9.1 朝刊 12面）



災害時に、災害情報サイトへリンクする二次元コードをテレビ画面等に掲載することで、住民
が容易にネット上の災害情報ページにアクセスして必要な情報をシームレスに取得できる環
境を構築する。

㉓テレビ等のブロードキャストメディアからネットメディアへの誘導

55

56

R1年4月 NHK、民放連に県別ハザードマップサイトの２次元コードを配布
R1年6月～ 地方メディア連携協議会において、地域別の２次元コードを配布

ハザードマップポータルサイトの周知
（NHK 2019.7.20）

誘導



R1年 6月 防災情報に関するリンク集を各メディアに配布
R1年11月 相互リンク先の災害情報サイトの照会

各メディアの災害報道において、行政機関の災害情報サイトを活用してもらうととも
に、各メディアのホームページ等においても、災害情報サイトへのリンクを掲載して
もらうなど、災害情報の相互活用を促進する。

㉔様々なメディアでの行政機関の災害情報サイトの活用

57

58



㉕災害情報のSNSへの発信力の強化

防災情報提供サイトにおいて、SNSへのリンク共有機能を追加すること等により、災害情報
の拡散、共有化を図る。

川の防災情報 水位観測所のページ

LINEやTwitter、Facebook等
のボタンを追加！

利用者は、自分のコメント追記して、投稿す
ることが可能になり、正しい情報を拡散

59

60
R1年9月3日 「川の水位情報」サイトにＳＮＳ投稿ボタンを追加

Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
シ
ェ
ア

河川横断図（水位観測所地点）
水位観測所の水位グラフ
ＣＣＴＶカメラ（静止画）



61

行政機関がTwitter、LINE等のSNS上の公式アカウントを積極的に活用した情報発信を行う
ことで、信頼性の高い災害情報を利用者にリアルタイムで提供する。また、SNSメディアとの

連携により行政職員に対する研修等を実施し、より効果的な公式アカウントの運営を促進す
る。

例：荒川下流河川事務所Ｔｗｉｔｔｅｒアカウント 例：九州地方整備局ＬＩＮＥアカウント

㉖行政機関によるSNS公式アカウントを通じた情報発信の強化

R1年 5月16日 公式アカウントを通じて災害情報の発信を強化する試行実施を地方局へ
通知

R1年10月 国土交通省webサイトでSNSアカウント一覧を公開 62

河川水位に応じた
注意喚起

ダム放流（予備放流）
情報の提供

SNSに使用する危険度を
周知するアイコンイメージ

SNS広報を利用した
防災情報の普及・周知（予定）



R2年3月 公式アカウントでの試行を踏まえて災害情報におけるSNS活用手引きを
作成

SNSを使った情報発信に当たっては、メディア間で災害時に用いる特定のハッシュタグの共
通使用や、公式アカウント上で災害情報のリンク掲載等により、災害情報の共有化と拡散を
促進する。

㉗ハッシュタグの共通使用、公式アカウントのリンク掲載による情報拡散

63

64



気象キャスター、ラジオパーソナリティー、アナウンサー等が、公式アカウントのツイートに対
して積極的なリツイートを実施することで、発信元が確かな災害情報の拡散を図る。

㉘SNS等での防災情報発信及びリツイート

65

66

6月 ＳＮＳリスト機能等による国交省事務所アカウント一覧を作成予定

公式ＳＮＳアカウント集のwebサイト公開

R1年 6月 国交省事務所SNSアカウント一覧を作成、各メディアへ配布
R1年10月 国土交通省webサイトでSNSアカウント一覧を公開（全１７２アカウント）

古賀涼子TOKYO FMアナウンサー
によるリツイート



㉙災害の切迫状況に応じたシームレスな情報提供【再掲】

67

台風接近の状況下など住民の関心が高まりつつある時点では、避難行動を解説する記事の
掲載や、ハザードマップや災害情報ポータルサイトの紹介を行い、一方で、発災直前には、
緊急速報メール等のトリガー情報を契機としてより詳細なプル型のネット情報に誘導して危険
情報を的確に伝えるなど適時適切でシームレスな情報を提供する。

プッシュ型情報

水位上昇中
発災

発災数日前 発災直前

台風接近中

緊急速報メール等
平時から災害時へのトリガー

プル型情報

68



本プロジェクトのような全国的な連携とは別に、地方におけるメディア連携協議会を、例えば、
地域に既に設置されている大規模氾濫減災協議会の下部組織に設置し、地方毎のメディア
関係者（地方紙、地域ＣＡＴＶ、地域ラジオ、ＮＨＫ地方局、地域民放等）の参加の下、関係者
の連携策と情報共有方策の具体化を検討する。また、メディアも連携した防災訓練を実施し、
地域の取組を強化する。

㉚地方におけるメディア連携協議会の設置

69

地方でのメディア協議会において
連携策と情報共有方策を検討

メディア連携協議会

国
土
交
通
省

都
道
府
県

地
方
新
聞
社

地
域
民
放

地
域
ラ
ジ
オ

Ｎ
Ｈ
Ｋ
地
方
局

地
域
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ

気
象
キ
ャ
ス
タ
ー

地
方
気
象
台

行政とメディアの連携策を共有する場を設置

関東地方整備局とNHKによる中継訓練
（令和元年７月１０日

NHK「首都圏ネットワーク」より）

H31年3月 地方連携メディア協議会の設置を地方局へ通知
R 1年5月 地域において各メディア等への声かけ開始
R 1年6月～ 各地域において、地域メディア連携協議会を順次開催 70

新潟県の地域メディア連携協議会の開催状況
（令和2年8月1日時点：46都道府県47協議会）

インタビューの状況
（令和元年７月１０日
NHK 「首都圏ネットワーク」より）

（令和元年７月２５日）

（令和２年７月６日）



自然災害リスク情報のオープンデータ化を推進し、災害リスク情報の利活用促進を図るととも
に、優良な利活用状況をとりまとめた事例集を作成し広く周知することで、災害リスク情報の
メディアへの普及を図る。

㉛水害・土砂災害情報のオープンデータ化の推進

71

R1年6月10日 県管理河川の洪水浸水想定区域（想定最大規模） （46河川）の
オープンデータを提供開始

R2年6月 浸水継続時間などの災害リスク情報をオープンデータとして提供を開始。

72

浸水継続時間
※氾濫水到達後、浸水深 が0.5ｍに達して
からその浸水深を下回るまでの時間

家屋倒壊等氾濫想定区域
※家屋の流失・倒壊をもたらすような洪水の氾濫流が
発生するおそれがある範囲

※いずれも令和２年６月から提供開始

浸水継続時間などの災害リスク情報※を新たにオープンデータとして提供を開始。
※ 浸水継続時間のほか、家屋倒壊等氾濫想定区域や津波浸水想定を

新たにオープンデータ提供

令和2年7月豪雨の際、ハザードマップの確認を呼びかけることなどを目的に、多くのテレビ番組で「ハ
ザードマップポータルサイト※」が紹介。

※ 浸水想定区域などの災害リスク情報や、市町村のハザードマップを一元的に閲覧
できる国土交通省のコンテンツ



73

Ｆ：地域コミュニティー避難促進プロジェクト
～地域コミュニティーの防災力強化と情報弱者へのアプローチ～
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75

「避難インフルエンサー（災害時避難行動リーダー）」※を育成・支援するとともに、災害時には、
信頼性が高く切迫度が伝わる防災情報を届け、避難インフルエンサーからの周囲への積極
的な情報拡散を促すことで、地域コミュニティーの中での高齢者を含む情報弱者に対する支
援の強化を図る。

※「避難インフルエンサー（災害時避難行動リーダー）」とは、災害情報を正しく理解し、発信できる人・信頼される人で、災
害時にはリーダーとなって高齢者を含む周囲の人たちに情報を拡散させることで、避難に対して大きな影響を与える人。

㉜「避難インフルエンサー」となる人づくり

75

H31年2月～ モデル地区での人材育成の取組を試行
R2年6月～ 人材の育成・支援に関する取組を本格実施
R4年度 持続可能な取組となるよう、実施内容を踏まえた総括を実施（予定）

講習会の実施：地域防災を担う自主防災組織や町内会の役員を対象
（令和元年９月１０日）
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災害情報に関する登録型のプッシュ型メールを充実させ、一人暮らしの親等が住む地域の
水位情報や浸水リスクを、離れて暮らす子供等親族に通知する「ふるさとプッシュ」を開発、
提供することで、親族による避難の声かけ（人から人）を支援し、住民の避難行動を促す。

㉝登録型のプッシュ型メールシステムによる高齢者避難支援 「ふるさとプッシュ」

77

登録型のプッシュ型
メール配信システム

▼対象者
・親
・祖父母
・叔父叔母 等

▼対象者の住所

▼防災情報選択
・避難判断水位
・氾濫危険水位
・避難指示 等

ふるさと
プッシュ！

子への
メール

自分が生まれたときの
母親との写真等も登録可

発災時

子 登録

・あなたの親が住む地域の○○川の水位が
避難判断水位に達しました。
（参考）
ハザードマップでは、あなたの親の住む地域
の浸水深は約５ｍです。

親

避難の
声かけ電話

避難へ
テレフォン・ネットAI

サービスの活用

マイ・

タイムライン
の確認

登録情報

R1年5月 ＮＨＫ、Yahoo!、ＫＤＤＩ、国土交通省、「逃げなきゃコール」キャンペーン開始
R1年6月 引き続き、広報キャンペーンの継続と参画者募集予定

政府広報による周知 （R1年7月、R1年9月Yahoo!バナー広告、R1年8月政府広報ラジオ
「秋元才加とJOYのWeekly Japan!!」、R1年9月政府インターネットテレビ）78

政府インターネットテレビ

NHK 証言記録スペシャル
いつか来る日のために

「雨季到来！いますぐ役立つ 豪雨対策」
（令和元年６月１６日）



発表されている警報・注意報や避難勧告・避難指示等の正確な情報をAIが収集・整理すると
ともに、高齢者等からの問い合わせ電話にAIを用いた音声認識を活用して自動応答するテ
レフォン・ネットＡＩサービスを開発する。

住所は○○です。
避難勧告は発令されていますか？

・発表中の警報の状況
・避難勧告・指示の状況
・ハザードマップにおけ

る想定浸水深
・避難場所
・避難所開設状況 等

情報収集・整理

ＡＩ

あなたの住む地域に避難勧告が
発令されています。

避難所はどこですか？

○○小学校が指定避難所です。

㉞電話とAＩを用いた災害時高齢者お助けテレフォンの開発

災害時の
専用番号

音声認識

ＡＩ

79

その他のシステムからの情報収集
・川の防災情報
・DiMAPS
・ハザードマップポータル
・Lアラート
・その他の情報収集システム
（SIP４D等）

80
R1年9月13日 モデル地区（伊勢市）で現場実証訓練を試行

AI音声応答機能を活用した防災情報の入手

ねぇ、クローバ
伊勢市の防災
情報につないで！

勢田川では、避難判断水位を超えてお
り、現在も水位は上昇しています。お
住まいの地区には、避難準備・高齢者
等避難開始が発令されています。

Clova
（AIアシスタント）

三重県 伊勢市 国交省（事務所）

行政機関

LINE

Clova

LINE等を活用した
防災情報の提供

家族グループLINE
（情報共有）

AI音声応答による
防災情報やりとり

避難所、〇〇が開設され
ていますので、速やかに
避難を始めてください。



R2年7月 路上変圧器に設置するデジタルサイネージ等の占用許可基準を緩和

㉟ＥＴＣ２．０やデジタルサイネージ等を活用した道路利用者への情報提供の強化
【再掲】

8181

ＥＴＣ２．０やデジタルサイネージ等のＩＣＴも活用し、ドライバーや避難者、住民等に対する情報提供の強
化を図り、災害時における適切な行動につなげる。

対象 情報提供内容・方法

ドライバー

住民
（避難者等）

○ＥＴＣ２．０による更なる防災情報提供 （一般道における拡充）
・画像情報、アンダーパス冠水情報

○VICSによる更なる防災情報提供の検討
（走行時に注意するエリアの地図上表示）

○車両プローブ情報を活用した官民連携による通れるマップ情報の強化
○道の駅や交通結節点における情報提供の強化
○路上変圧器を活用したデジタルサイネージによる情報提供 など
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令和２年７月豪雨による被害と対応

住民自らの行動に結びつく
水害・土砂災害ハザード・リスク
情報共有プロジェクト
第５回全体会議 参考資料２

令和２年７月豪雨における一般被害

○7月3日から7月31日にかけて、日本付近に停滞した前線の影響で、暖かく湿った空気が継続して流れ込み、各地で大雨となっ
た同期間の総降水量は、長野県や高知県の多い所で2,000ミリを超えたところがあり、九州南部、九州北部、東海、及び東北の
多くの地点で、24、48、72時間降水量が観測史上1位の値を超えた。

〇死者82名、行方不明者4名、住家の全半壊等4,558棟、住家浸水13,934棟の極めて甚大な被害が広範囲で発生。※1

〇国が管理する7水系8河川、県が管理する58水系194河川で決壊等による氾濫が発生。 （国が管理する1河川2箇所、県が管理
する3河川3箇所で堤防が決壊）※2

〇土砂災害発生件数932件（土石流等：145件、地すべり：80件、がけ崩れ：707件）※2

〇高速道路等16路線25区間、直轄国道10路線29区間、都道府県等管理道路725区間で被災が発生。※2

○１３事業者２０路線で土砂流入等の被害が発生。うち、ＪＲ九州久大線・肥薩線及びくま川鉄道では橋梁が流失。（４件）

※1消防庁「令和２年７月豪雨による被害及び消防機関等の対応状況（第49報）」（令和２年8月24日）
※2 国土交通省「令和２年７月豪雨災害による被害状況等について（第49報）」（令和2年8月24日）

土石流による被害
（熊本県葦北郡津奈木町福浜）

筑後川水系筑後川
（福岡県日田市）

球磨川水系球磨川
（熊本県人吉市）

球磨川

漂流物回収の様子
（熊本県宇土半島前面海域）

県道小鶴原女木線 深水橋
橋梁流失（熊本県八代市）

国道41号 道路崩壊
（岐阜県下呂市）

海上保安庁による吊上げ救助状況
（熊本県人吉市）

くま川鉄道 球磨川第４橋梁
橋梁流失（熊本県球磨郡相良村-錦町）

Administrator
テキストボックス
参考資料1-3



○ 今回の豪雨により、球磨川（くまがわ）や筑後川（ちくごがわ）など国が管理する８河川※1、
都道府県が管理する194河川※1で氾濫などの浸水被害が発生。

○ 全国で約13,000ha※2が浸水。（浸水はすでに解消済）

河川の氾濫による浸水被害

国が管理する河川で氾濫が発生した河川（７水系8河川）

筑後川

大分川

遠賀川

球磨川

筑後川流域の浸水被害

球磨川流域の浸水被害

福岡県久留米市

2

久留米市や佐賀市などで約9,000ha、約2,000戸が浸水

熊本県人吉市

人吉市、球磨村などで約1,060ha、約7,400戸が浸水
※本情報は速報値であるため、今後の調査等で変わる可能性があります。

※1 国土交通省「令和２年７月豪雨災害による被害状況等について（第49報）」（令和2年8月24日）
※2 国土交通省調べ。速報値であるため、今後数値が変更となる場合がある。

※このほか、最上川（東北）、江の川、神野瀬川（中国）、吉野川（四国）
で氾濫が発生

令和2年8月25日時点

3

球磨川中流域における浸水範囲

：堤防決壊
：越水等
：浸水範囲

凡 例

○ 球磨川流域では、人吉市の中心市街地など約1,060haが浸水し、佐敷川（さしきがわ）など
その他河川や土砂災害による被害も含めると約7,400戸（棟）の家屋が被災。

※消防庁情報（令和２年8月17日）

A

A’

※本情報は速報値であるため、今後の調査等で変わる可能性があります。

令和2年8月25日時点



洪水痕跡

水の手橋

人吉市街地の洪水痕跡（水の手橋下流右岸付近）

4

寛文９年洪水の
痕跡水位 T.P.106.59m

昭和40年7月洪水の
痕跡水位 T.P.105.1m

令和２年洪水の痕跡水位

○国宝青井阿蘇神社（人吉市）の洪水痕跡より、令和２年７月豪雨による洪水は、昭和４０年
7月洪水を上回り、寛文９年（１６６９年）洪水と同程度の浸水深であったことが推定される。

洪水痕跡調査状況

青井阿蘇神社の洪水痕跡（暫定）

5



○昭和４０年７月出水（戦後最大の流量）

・梅⾬前線の停滞により、６月２８日頃から丸４日に
渡る長⾬となり、球磨川流域で相当量の降⾬を記
録 した。その後、前線の活動が活発になり、７月２
日 深夜から７月３日早朝にかけての集中豪⾬によ
り、 上流から下流に至るまで、ほぼ全川的に甚大
な浸水 被害が発生した。

人吉市九日町の浸水状況 人吉市青井町の浸水状況

被害の概要（戸） 最大流量(m3/s)
家屋損壊・

流出
床上浸水 床下浸水 人吉 横石

1,281 2,751 10,074 約5,700 約7,800

○昭和５７年７月洪水（戦後最大の雨量）

・人吉市街部は引堤や特殊堤による整備がほぼ
完了 していたが、これを越えて氾濫。被害は、人
吉市及び 中流部(球磨村、 坂本村(現⼋代市)、
芦北町)を 中心に発生。

人吉市相良町の浸水状況

人吉市宝来町の浸水状況

被害の概要（戸） 最大流量(m3/s)

家屋損壊・
流出

床上浸水 床下浸水 人吉 横石

47 1,113 4,044 約5,500 約7,100

○ 過去に球磨川では、昭和40年7月出水（流域平均雨量171.6mm/12hr）、昭和57年7月洪水（流域平均雨量
240.5mm/12hr）など、大きな被害をもたらした洪水が発生。
○ 7月3日からの梅雨前線に伴う大雨では、球磨川流域において、流域平均で１２時間で３００ミリを超える
大雨（速報値※）を観測し、過去に観測された雨量を更新する見込み。

※国土交通省統一河川情報システム（河川管理者向け）より

流域平均雨量（横石地点：八代市） 171.6mm/12hr 流域平均雨量（横石地点：八代市） 240.5mm/12hr

過去の水害との比較
令和２年７月６日
７時時点

6

○国が管理する球磨川の堤防が１箇所、約３０mにわたり決壊。
○人吉市中神地先において、4日２３時から２４時間体制で対応し、６日９時に仮堤防が完成。

国管理河川（球磨川）の決壊箇所の対応
※令和２年７月６日９時時点

く ま がわ

5日4時30分時点

多良木町 湯前町

4日●時時点

球磨川

4日15時点

決壊延長 約Ｌ=30.0m

4日16時時点

く ま が わ

決壊箇所の状況

緊急復旧工事の状況

ひとよし なかがみ

6日9時00分時点

袋詰根固め（2t）

遮水シート

根固め（2t）
＋岩砕

水位は上昇傾向
（7/6 9時現在）

推定水位

7



緊急復旧工事の状況

国管理河川（球磨川）の決壊箇所の対応
※令和２年７月９日１２時００分時点

く ま が わ

○国が管理する球磨川の堤防が新たに１箇所、約１０mにわたり決壊していることを確認。
○人吉市中神地先において、８日１８時に緊急復旧工事に着手。２４時間体制で対応し、９日９時３０分に緊急復旧
工事が完成。

く ま がわ

ひとよし なかがみ

被災延長 約Ｌ=10m

復旧済

決壊箇所の状況

８日１３時時点

写真貼る
朝方（５時目処）
明るくなった写真

８日２１時時点 ９日５時時点

川裏側より撮影

川裏側より撮影川裏側より撮影

今回決壊箇所

現在水位

袋詰根固め(2t)

根固め(2t)+岩砕

遮水シート

ＪR人吉駅

川表側より撮影

９日９時３０分完成
8

令和２年７月豪雨による大牟田市の浸水状況について
令和2年7月27日時点

国土交通省 水管理・国土保全局

○ 大牟田では、7月6日14時10分から20時10分までの 6時間で、
276.0mm（観測史上1位）を記録。概ね900haが浸水したと想定
されるが、9日までに浸水は解消。

○ 大牟田市内の浸水については、内水氾濫と河川からの氾濫
が相まって発生したものと思われるが詳細は確認中。

令和２年７月５日から７日までの雨量観測値（大牟田）

浸水の様子 TEC-FORCEによる排水支援

令和２年７月６日からの大雨による浸水被害状況（福岡県大牟田市）

出典：大牟田市資料を基に国交省作成

大牟田
雨量[mm/h] 累加雨量[mm]        
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出典：大牟田市資料

276mm（６時間）

大牟田駅

諏訪川

大牟田川

堂面川
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江の川水系江の川における浸水状況について
ご う のかわ ご う のかわ

○ 広島県三次市君田雨量観測所で14日4時50分までの24時間で193.5mmを記録する等の大雨となった。
○ 四国地方整備局防災ヘリ（愛らんど）による7月14日15時時点の調査等によると、江の川の河口5kから55kに
かけて、約223ha、143戸（いずれも速報値）の浸水を確認。なお、現時点で浸水は解消。人的被害は報告さ
れていない。

みよしし きみた

：浸水箇所

※本情報は速報値であるため、今後の調査等で変わる可能性があります。

ごうつし

江津市 かわもとまち

川本町

みさとちょう

美郷町

江の川水系江の川（左岸24.0k）の浸水状況 江の川水系江の川（右岸35.0k）の浸水状況

令和2年7月27日時点
国土交通省 水管理・国土保全局
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令和２年７月２８日からの大雨による最上川水系最上川沿川の浸水状況について
令和2年7月30日14時時点

○ 7月29日14時頃の国土交通省防災ヘリ等の調査に

よると、最上川沿川では浸水面積約1,700ha、家屋

浸水約200戸を確認。

○ 国が管理する最上川では５箇所で越水による氾濫

が発生したほか、山形県が管理する支川39河川で

氾濫が発生。

国土交通省 水管理・国土保全局

※本情報は速報値であるため、今後の調査等で変わる可能性があります。
※この地図の範囲のほか、南陽市、川西市、白鷹町、高畠町においても浸水あり。

●レーダ雨量（累積雨量）

7月29日13時までの48時間累計雨量
（山形県長井市長井雨量観測所において7月29日13時ま
での48時間で232.0㎜の観測史上最大となる累計雨量を
記録したほか、山形県では複数の観測所で観測史上最
大を更新する記録的な大雨となった。）

●水位（大石田水位観測所）

氾濫危険水位

避難判断水位

氾濫注意水位

水防団待機水位

18.59m(既往最大)

※これまでの最高水位
昭和４２年８月洪水（羽越水害）１６．８７ｍ

うえつ

11



令和２年７月２８日からの大雨による最上川水系最上川沿川の浸水状況について
令和2年7月30日14時時点

国土交通省 水管理・国土保全局

②白水川合流点付近（東根市、村山市、川西町）

④大石田町市街地

←最上川

①大江町（百目木地区）

③村山市（大淀地区）

ど め き
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令和２年７月２７日からの大雨による秋田県の浸水状況について
令和2年7月30日14時時点

国土交通省 水管理・国土保全局

※本情報は速報値であるため、今後の調査等で変わる可能性があります。

凡 例

：浸水範囲

○ ７月２７日からの大雨により秋田県内で約１６０ｈａが浸水し、約１０戸の家屋で床下浸水。既に浸水解消。

国管理河川の雄物川周辺で内水による浸水が９箇所発生し、約８０ｈａが浸水（家屋浸水は無し）。

秋田県が管理する４河川で溢水や内水により約８０ｈａが浸水。

新波川沿川（秋田市）
の溢水により１戸で床下浸水

福部内川沿川（大仙市）
の内水により８戸で床下浸水

13



土砂災害発生件数

９３２件
土石流等 ：１４５件

地すべり ： ８０件

がけ崩れ ：７０７件

【被害状況】
人的被害：死 者 17名
家屋被害：全 壊 26戸

半 壊 16戸
一部損壊 118戸

発生件数上位５県

熊 本 県 ２２２件
長 野 県 ７２件
鹿児島県 ６９件
神奈川県 ６１件
福 岡 県 ５８件

7/8

地すべり
かみみのち おがわむら しもきたお

長野県上水内郡小川村下北尾

7/4

がけ崩れ
あしきた あしきたまち ふしき

熊本県葦北郡芦北町伏木氏

7/8 させぼ おがわちまち
長崎県佐世保市小川内町

凡例
発生件数

50～

1～

0

30～

地すべり

7/7

がけ崩れ
ひた あまがせまちあかいわ

大分県日田市天瀬町赤岩

7/4

土石流等
あしきた つなぎまち ふくはま

熊本県葦北郡津奈木町福浜

7/8

土石流等
たかやま いわいまち ねむき

岐阜県高山市岩井町眠木

7/7

土石流等
あさくらはきますえ

福岡県朝倉市杷木松末

死者：３名

死者：１名

7/30

地すべり
もがみ おおくらむら みなみやま

山形県最上郡大蔵村南山

施設効果

約1,000m3※の土砂を捕捉し効果を発揮
(※10tダンプトラック約200台相当)

土砂災害発生状況 (8月21日_12:00時点)

※これは速報であり、今後数値等が変わる可能性があります。

令和2年7月31日 8時時点

早期復旧に向けて、被
災自治体が活用。早期
の激甚指定にも貢献。

（岐阜県下呂市）

④調査結果の報告・災害査定への活用

①リエゾン派遣

（熊本県球磨村）

村長の災害対応に助言。
村長

②排水ポンプ車による浸水排除

約50台体制で九州各地
の排水を実施

（福岡県久留米市）

③被災状況調査（国道219号等）

（熊本県球磨村）

球磨川本川および支川に
おいて14橋が流失。
寸断した道路に分け入り、
啓開方針を策定。

市長

○ 被災した自治体を支援するため、全国から延べ約１万人のTEC-FORCEを被災地に派遣。
○市町村長の災害対応に助言するとともに、被害拡大防止に向けた浸水排除等を実施。
○ 河川・道路等の被災状況調査を行い、復旧を支援。激甚災害の早期指定にも貢献。

TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）の活動状況
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令和2年8月25日時点



九州に50台が出動

(九州地整37台、広域派遣13台)

１台：球磨川水系川内川

１台：九日町排水機場

４台：球磨川水系球磨川

２台：川内川水系羽月川

３台：渡排水施設

１台：宝来町雨水ポンプ場

３台：筑後川水系筑後川周辺

３台：遠賀川河川事務所

２台：菊池川河川事務所

１台：熊本河川国道事務所

１台：川内川河川事務所

３台：大隅河川国道事務所

３台：宮﨑河川国道事務所

２台：延岡河川国道事務所

４台：大分河川国道事務所

5台：佐伯河川国道事務所

２台：大分川水系大分川周辺

２台：矢部川水系矢部川

１台：矢部川北山地区排水機場

３台：三川ポンプ場

５台：川内川水系川内川

３台：頭無雨水ポンプ場

２台：人吉浄水苑

１台：長崎河川国道事務所

２台：大牟田川

２台：肝属川水系姶良川 等

排水ポンプ車の配備状況（令和2年7月3１日 5時時点）

筑後川

六角川

球磨川

川内川

大淀川

肝属川

本明川

大分川

TEC-FORCE 次期出水に備えた排水ポンプ車の配備

（１）今回の洪水により浸水が発生した箇所（決壊、越水等）における備え

（２）被災により排水機能を損失した排水施設（排水機場、雨水ポンプ場）の機能代替

（３）国管理河川の堤防沿いなどで過去に浸水が頻発している樋管周辺などへの備え

（４）排水ポンプ車の増援が必要な場合、必要箇所に迅速に出動するための配備

令和２年７月３１日 5:00時点

（２）被災した排水施設の機能代替（９台）

7/12 九日町排水機場

（３）過去の浸水頻発箇所での備え（９台）

佐賀市川副地区 7/１１

（１）浸水が発生した箇所での備え（３１台）

7/4 人吉市人吉浄水苑7/12 渡排水施設

7/6 大牟田市新開地区

（４）速やかな増援のための配備（１台） ※

7/8 出動拠点で待機

※その他、今後の出水に備え各事務所において待機(26台 )

１台：筑後川石井樋管

２台：本明川水系本明川周辺

16

球磨川の決壊箇所の対応・権限代行

○ ７月３日からの今般の豪雨により、国が管理する球磨川で２箇所が決壊。
24時間体制で対応し、７月９日までに決壊箇所の緊急復旧工事を完了。

○ 県からの要請に基づき、９支川について７月28日より国が権限代行による復旧工事を実施中。

17

■権限代行により実施している河川位置図■球磨川の決壊箇所への対応

〇球磨川左岸55k地点

〇球磨川右岸56.4k地点

緊急復旧工事完成被災延長 約Ｌ=10m

被災延長 約Ｌ=30.0m

緊急復旧工事完成

令和2年8月25日時点



気候変動を踏まえた水災害対策のあり方について
～あらゆる関係者が流域全体で行う持続可能な「流域治水」への転換～

答申 概要資料

令和２年７月

社会資本整備審議会

住民自らの行動に結びつく
水害・土砂災害ハザード・リスク
情報共有プロジェクト
第５回全体会議 参考資料３

施設能力を超過する洪水が発生することを前提に、社会全体で洪水に備える、水防災意識社会の再構築
洪水防御の効果の高いハード対策と命を守るための避難対策とのソフト対策の組合せ

今後も水災害が激化。これまでの
水災害対策では安全度の早期向上
に限界があるため、整備の加速と、
対策手法の充実が必要。

気候変動の影響

人口減少や少子高齢化が進む中、
「コンパクト+ネットワーク」を
基本とした国土形成により地域の
活力を維持するためにも、水災害
に強い安全・安心なまちづくりが
必要。

社会の動向

5GやAI技術やビッグデータの活
用、情報通信技術の進展は著しく、
これらの技術を避難行動の支援や
防災施策にも活用していくことが
必要。

技術革新

○ 近年の水災害による甚大な被害を受けて、施設能力を超過する洪水が発生することを前提に、社会全体で洪
水に備える水防災意識社会の再構築を一歩進め、気候変動の影響や社会状況の変化などを踏まえ、あらゆる関
係者が協働して流域全体で行う、流域治水への転換を推進し、防災・減災が主流となる社会を目指す。

「流域治水」の方向性～気候変動を踏まえた総合的かつ多層的な水災害対策～

これまでの対策

こ
れ
か
ら
の
対
策

気候変動を踏まえた、計画の見直し

持続可能性

将来にわたり、継続的に対策に
取組、社会や経済を発展させる

河川の流域全体のあらゆる関係者が協働して
流域全体で行う持続可能な治水対策

「流域治水」への転換

強靭性

甚大な被害を回避し、早期復旧・
復興まで見据えて、事前に備える

包摂性

あらゆる主体が協力して
対策に取り組む

変

化

対策の
重要な
観点

1

Administrator
テキストボックス
参考資料1-4



被害軽減のための水災害対策の考え方

○ 施設能力を超過する規模の洪水が発生することを前提に、流域のあらゆる主体の参画により、災
害が発生した場合でも、人命が失われたり、経済が回復できないようなダメージを受けることを回避し、
速やかに復旧・復興を進め、以前よりも災害にも強い地域づくりを進める。

経済や
地域社会
の機能

災害時の
応急対策

平時 発災前 発災後 復旧・復興

早期の復旧・復興

今後の目標

最悪の場合でも、
復興が困難となる
甚大な被害を防止

最悪のケース

命を守る
避難

人命

人命被害を
発生させない

復興が困難になる
激甚な被害

事前防災
対策

2
気候変動を踏まえた計画へ見直し

計画の見直し

○過去の降雨や高潮の実績に基づいた計画を、将来の気候変動を踏まえた計画に見直し

洪水、内水氾濫、土砂災害、高潮・高波等
を防御する計画は、

これまで、過去の降雨、潮位などに基づいて作成してきた。

しかし、
気候変動の影響による降雨量の増大、海面水位の上昇などを考慮すると
現在の計画の整備完了時点では、実質的な安全度が確保できないおそれ

今後は、
気候変動による降雨量の増加※、潮位の上昇などを考慮
したものに計画を見直し

※世界の平均気温の上昇を２度に抑えるシナリオ
（パリ協定が目標としているもの）の場合で

降雨量変化倍率は約1.1倍と試算
3



○ 近年の水災害による甚大な被害を受け、施設能力を超過する洪水が発生するものへと
意識を改革し、氾濫に備える、「水防災意識社会」の再構築を進めてきた。

○ 今後、この取組をさらに一歩進め、気候変動の影響や社会状況の変化など
を踏まえ、あらゆる関係者が協働して流域全体で対応する「流域治水」へ転換。

「流域治水」への転換

流
域
治
水

治水対策
を転換

従
来
の
治
水

防災・減災が主流となる社会「水防災意識社会」
の再構築

気候変動
社会動向の変化

（人口減少・Society5.0など）

河川、下水道、砂防、海岸等
の管理者主体のハード対策

役割分担を明確化した対策

河川区域や氾濫域において対策
を実施。

河川区域等が中心の対策

国・都道府県・市町村、企業・
住民など流域全体のあらゆる関
係者による治水対策

河川区域や氾濫域のみならず、
集水域含めた流域全体で対策を
実施。

あらゆる関係者の協働による対策

あらゆる場所における対策

4

○河川、下水道、砂防、海岸等の管理者が主体となって行う治水対策に加え、集水域と河
川区域のみならず、氾濫域も含めて一つの流域として捉え、その流域の関係者全員が
協働して、①氾濫をできるだけ防ぐ対策、②被害対象を減少させるための対策、③被害
の軽減、早期復旧・復興のための対策、を総合的かつ多層的に取り組む。

「流域治水」の考え方

集水域

氾濫域氾濫域

海岸管理者

河川管理者

下水道管理者

利水事業者

農業従事者

民間企業

公共交通機関

民間ビル

砂防

地域住民

5

①【氾濫をできるだけ防ぐための対策】
氾濫を防ぐ堤防等の治水施設や流域の貯留施設等
整備

②【被害対象を減少させるための対策】
氾濫した場合を想定して、被害を回避するための
まちづくりや住まい方の工夫等

③【被害の軽減・早期復旧・復興のための対策】
氾濫の発生に際し、確実な避難や経済被害軽減、
早期の復旧・復興のための対策

河川管理者

利水ダム

治水ダム



これまでの施策とこれから実施すべき施策

あらゆる
関係者が
協働して
行う

氾濫域

管理者
主体
の

治水対策

河川区域

これから実施すべき施策これまでの施策

①氾濫をできるだけ防ぐための対策 ②被害対象を減少
させるための対策

③被害の軽減・
早期復旧復興のための対策

集水域

都市部など
のエリアで
実施

全国で
流出抑制
対策を実施

一部の関係
者が流出抑
制対策を
実施

企業や住民も含めた
流域の関係者全員が
流出抑制対策を実施

管理者が
対策を実施

利水者も対策
に協力

住民等の主体的な
避難を推進

○ ３つの対策の観点それぞれで、あらゆる関係者の参画と協働を進め、あらゆる場所で流域治水を
進めるための必要な対策を講じる。

○ 対策の全体像を示して、流域全体で情報共有を進め、あらゆる関係者が参画するための仕組み作
りが必要。

経済被害の軽減も
強力に推進

盛土構造物の設置、
既存施設の活用
などによる

浸水範囲の限定を推進

水災害リスクが
より低い区域への誘導
・住まい方の工夫を推進

6
①氾濫をできるだけ防ぐための対策

ためる 氾濫水を減らす

【さらなる堤防強化】
・越流・越波した場合であっても決
壊しにくい「粘り強い堤防」を目指
した堤防の強化を実施

・更なる堤防の強化に向け、継続的
な技術開発

【企業等の様々な関係者の参画と全国展開】

・利水ダム等の事前放流の本格化

・民間ビル等の貯留浸透施設の整備

・流域対策の拡充と全国展開

・遊水機能を有する土地の保全

【整備の加速】
・堤防整備や河道掘削、ダム、遊水地等の整備

流す

こ
れ
ま
で
の
取
組

こ
れ
か
ら
の
取
組

○ 流域全体で「ためる」対策、「ながす」対策、「氾濫水を減らす」対策、「浸水範囲を限定す
る」対策※を組み合わせ、整備を加速化。

○ 都市化が著しい河川で進めてきた流域の貯留対策を、全国に展開し、手段も充実。

○ 氾濫が発生したとしても氾濫水を少なくするために、堤防の決壊を防ぐ取組を推進。

・都市部の河川
流域を中心に、
雨水貯留浸透施
設の整備を実施。

・堤防決壊までの時間を少しで
も引き延ばすよう、堤防構造を
工夫する対策を実施。

・遊水地の整備、
ダムの建設・再生
を実施して治水容
量を確保。

・河川改修を上
下流・左右岸バ
ランスを考慮し、
下流から順次実
施。

対策のスピードアップ、多様な関係者が協働して実施、対策エリアの拡大

河川区域集水域

※P8において解説

越流・越波を想定した
堤防強化の取組を推進
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河川区域 河川区域

（エリアの拡大）

（関係者の協働）

（関係者の協働）

（関係者の協働）

（エリアの拡大）
（関係者の協働）



②被害対象を減少させるための対策

○ 流域全体で「水災害リスクがより低い区域への誘導・住まい方の工夫」、「浸水範囲の限
定」、「氾濫水を減らす」対策※を組み合わせ、対策を加速化。

○ 氾濫が発生しても、二線堤などにより、浸水の拡大を防ぎ、被害を最小限。

洪水に対する災害危険区域の指定や、建築規制の
取組はまだ事例が少ない。

水災害リスクがより低い区域への誘導
・住まい方の工夫

水災害リスクがより低い区域への誘導
・住まい方の工夫を推進

コンパクトなまちづくりにおいて防災にも配慮し、より
水災害リスクの低い地域への居住や都市機能を誘導。

水災害リスクがあるエリアで、建物をピロティ構造にす
るなど住まい方の工夫を推進

不動産取引時の水害リスク情報提供、保険・金融による誘
導の検討

浸水範囲の限定

二線堤、輪中堤など、氾濫水を制御し、氾濫範囲
を限定する取組はまだ事例が少ない。

盛土構造物の設置、既存施設の活用などによる
浸水範囲の限定を推進

二線堤の整備や自然堤防
の保全により、浸水範囲
を限定。

こ
れ
ま
で
の
取
組

こ
れ
か
ら
の
取
組

浸水想定区域の指定の推進とともに、リスク情報の空白
域を解消。

二線堤

輪中堤

二線堤

※P7において解説
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③被害の軽減・早期復旧・復興のための対策

・被害が大きい河川の洪水予測等や浸水想定区域の
提供
・市町村から情報による住民の避難行動
・水災害リスクの高い、地下街や要配慮者施設は避
難確保計画等を策定

避難体制を強化して命を守る

広範囲で
大規模な
災害が発生

リスク情報が公表
されているエリア
でも被害が発生

リスク情報の空白域
で災害が発生

浸水想定区域の指定の推進とともに、リスク情報の空白域
を解消。

民間ビルの活用や高台整備により、近傍の避難場所を確保

各地区における個人の防災計画の作成、防災情報の表現の
工夫

長時間予報や水系全体や高潮等の水位・予測情報を提供

発災による経済被害
の軽減に努める

より早期の復興のた
め水害保険や金融商
品の充実により、個
人の備えを推進

公共交通機関等の
インフラの被災により
経済被害が拡大

被害の広域化・長期化に
よる経済被害の
拡大が懸念

様々な民間企業など
の拠点と、
ネットワークを支え
る社会インフラを
一体的に浸水対策を
実施

より早期の復旧のた
めに、国などに加え、
民間企業に協力を求
める

こ
れ
ま
で
の
取
組

こ
れ
か
ら
の
取
組

被災後に早期復旧・
復興を目指す
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大規模工場の浸水対
策など供給拠点の減
災対策を推進

発災後、国などが
中心となって被災
地の復旧・復興を
支援

○流域全体で「避難」、「経済被害軽減」、「早期復旧・復興」の対策を組み合わせ、被害を最小化。
○これらの取組を推進するため水災害リスク情報を充実。
○様々な民間企業や社会インフラの一体的な浸水対策により経済被害を軽減する。
○被災しても早期復旧できるよう、流域の関係者が一体となった取組を強化。



集水域

河川区域

氾濫域

○ 気候変動の影響や社会状況の変化などを踏まえ、河川の流域のあらゆる関係者が協働して流域全体で行う治水対策、
「流域治水」へ転換。

○ 治水計画を「気候変動による降雨量の増加などを考慮したもの」に見直し、集水域と河川区域のみならず、氾濫域も含
めて一つの流域として捉え、地域の特性に応じ、①氾濫をできるだけ防ぐ、減らす対策、②被害対象を減少させるため
の対策、③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策をハード・ソフト一体で多層的に進める。

「流域治水」の施策のイメージ

集水域

流水の貯留
[国・県・市・利水者]
治水ダムの建設・再生、
利水ダム等において貯留水を
事前に放流し洪水調節に活用

[国・県・市]
土地利用と一体となった遊水
機能の向上

持続可能な河道の流下能力の
維持・向上
[国・県・市]
河床掘削、引堤、砂防堰堤、
雨水排水施設等の整備

氾濫水を減らす
[国・県]
「粘り強い堤防」を目指した
堤防強化等

雨水貯留機能の拡大
[県・市、企業、住民]
雨水貯留浸透施設の整備、
ため池等の治水利用

浸水範囲を減らす
[国・県・市]
二線堤の整備、
自然堤防の保全

リスクの低いエリアへ誘導／
住まい方の工夫

[県・市、企業、住民]
土地利用規制、誘導、移転促進、
不動産取引時の水害リスク情報提供、
金融による誘導の検討
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河川区域

県 ：都道府県
市 ：市町村
[ ]：想定される対策実施主体

氾濫域 氾濫域土地のリスク情報の充実
[国・県]
水害リスク情報の空白地帯解消、
多段型水害リスク情報を発信

避難体制を強化する
[国・県・市]
長期予測の技術開発、
リアルタイム浸水・決壊把握

経済被害の最小化
[企業、住民]
工場や建築物の浸水対策、
BCPの策定

住まい方の工夫
[企業、住民]
不動産取引時の水害リスク情報
提供、金融商品を通じた浸水対
策の促進

被災自治体の支援体制充実
[国・企業]
官民連携によるTEC-FORCEの
体制強化

氾濫水を早く排除する
[国・県・市等]
排水門等の整備、排水強化

②被害対象を減少させるための対策①氾濫をできるだけ防ぐ
・減らすための対策

③被害の軽減、早期復旧・復興
のための対策

「流域治水」を推進するための仕組み

流域のあらゆる関係者が参画する仕組み

・現況を悪化させて他者への迷惑につながる行為の禁止
例 新たな宅地開発や地面の舗装等による降雨の流出の増加の防止のための貯留浸透施設の設置の義務化 等

・危険性の高い行為の禁止 例 水災害リスクの特に高い地域における、土地利用や建築の制限 等

○流域の全員が協働して流域全体で「流域治水」を推進するためには、制度による逆進性や負担の累進
性等にも配慮し、規制的な手法と誘導的手法（様々なインセンティブ）を組み合わせて、流域治水への
参画を促進することが必要。

・氾濫を発生させない対策への協力に必要な費用の補助 例：利水ダムの治水協力やため池の機能増強 等

・水災害リスクを回避・軽減するための住まい方の工夫に要する費用の補助
例：移転、宅地の地盤の嵩上げやピロティー構造にするための追加費用 等

・既存の施設の機能に着目してその機能を保全するための税制措置
例：浸水被害軽減地区における固定資産税の減免 等

・水災害リスクの高低に応じた水害保険や金融商品の充実 例：保険料率やローン金利優遇 等

○規制等

○経済的インセンティブ

・地域における対策の実施状況や効果等の見える化 例：貯留施設の実施率の公表 等

・貢献度の高い取組や先進的な取組に対する表彰制度 例：功労者表彰 等

○情報のインセンティブ

・より水災害リスクの低い地域への土地利用の誘導
例 コンパクトシティー施策による、防災にも配慮した、より水災害リスクの低い地域への都市機能や居住の誘導

○誘導等
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「流域治水」を推進するための仕組み

流域のあらゆる関係者が取組に参画する仕組み

国、都道府県、市区町村だけでなく、企業、住民といった様々な主体が連携して取り組み、
また、あらゆる主体の行動の意思決定の際の視点に防災・減災を追加。

誰が、いつ、どのような取組を実施することが、防災・減災対策に効果的なのか、情報を
共有し、話し合う場の設置 例 大規模氾濫減災協議会 等

異分野・異業種が横断的に連携し新技術を導入する仕組み

流域治水の施策を効率的・効果的に展開していくためには、新技術の導入が不可欠であた
り、異なる学会・業界等、異分野・異業種が横断的に連携する枠組みの構築

例 革新的河川技術プロジェクト 等

水災害に関するデータ、情報通信技術、予測技術等、あらゆる技術を統合化・融合化し、
これらを流域のあらゆる主体と共有することにより各主体の浸水対策などの取組を支援。

○水防災を日常化するための仕組み

○流域の共有・調整の枠組み

○異分野の横断的連携

○新技術の防災・減災対策への実装
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○「流域治水」には、多くの関係者が参画するため、各関係者が連携して話し合う場を設ける必要。
○また、異分野・異業種が横断的に連携し新技術を導入するために、枠組み、データ・技術を共有する取
組を推進。

近年、各河川で発生した洪水に対応

７つの水系での『緊急治水対策プロジェクト』

令和元年東日本台風規模洪水に対する再度災害防止

全国の一級水系での『流域治水プロジェクト』

各河川において少なくとも戦後最大規模洪水へ対応

１st

○現場で緊急的な対策を進めながらも、流域の関係者全員との協働に取り組むためには、プロジェクト
、計画の作成を通じて対策の全体像を示すことが必要。このため以下の流れで取組を実施。

1. 令和元年東日本台風で被災した７つの水系での「緊急治水対策プロジェクト」の推進、また、全国の
河川での「流域治水プロジェクト」による事前防災対策の加速

2. 気候変動に対応できる新たな治水対策へ転換（基本方針・整備計画の見直し）

主な対策

・危険個所における水位低下対策（河道掘削等）

・壊滅的被害を防ぐための堤防強化対策

・事業中の調節地等の早期効果発現

・利水ダムの徹底活用（事前放流、改良）

・遊水機能の保全・活用

・水害リスクを踏まえたまちづくり計画等への反映 等

２nd

気候変動で激甚化する洪水による壊滅的被害を回避

気候変動適応型水害対策の推進

治水計画を、「過去の降雨実績に基づくもの」から、
「気候変動による降雨量の増加などを考慮したもの」
に見直し

将来の降雨量の増大に備えた抜本的な治水対策を推進

・新たな遊水地やダム再生等の貯留施設整備

・堤防整備・強化（高規格堤防含む）や河道掘削

・流域における雨水貯留施設等の整備

・水害リスクを踏まえたまちづくりや土地利用の推進 等
気候変動による影響を踏まえた
河川整備基本方針や河川整備計画の見直し

主な対策

速やかに着手

流域治水の全体像を社会全体で共有
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速やかに実施すべき施策

氾濫をできるだけ
防ぐための対策

～ハザードへの対応～

被害対象を減少させる
ための対策

～暴露への対応～

治水計画等の見直し

被害の軽減・早期復旧
・復興のための対策
～脆弱性への対応～

（将来の気候変動を踏まえた計画・設計基準に見直し）
○河川整備基本方針及び河川整備計画の目標の見直し
○気候変動を踏まえた下水道による都市浸水対策に係る中長期的な計画の策定の推進
○海岸保全基本方針及び海岸保全基本計画の見直し
○施設の機能や安全性の確保のため、設計基準等を見直し

（事前防災対策の加速）
○整備効果の早期発現のためこれまで実施して
いる事前防災対策を加速
○早期に実施すべき流域治水対策等を示し、事
前防災対策を加速

（緊急的な堤防強化）
○越流・越波した場合でも決壊しにくい「粘り強い堤
防」を目指した堤防の強化を実施

（企業等の様々な関係者の参画）
○利水ダムを含む既存ダムの洪水調節機能の強化
○流出抑制対策の充実とその全国展開

（土地のリスク情報を充実）
○水災害リスク情報の空白域を解消
○浸水想定区域図等の水災害リスク情報をまちづくり等に活用

（まちづくり、住まい方の工夫）
○水災害リスクが高い区域における開発抑制の強化・よりリスクの低い地域への誘導策の推進
○水災害リスクを踏まえた住まい方の工夫のための情報提供

（避難体制の強化）
○住民の主体的避難力を支える仕組み
○防災情報の充実や表現の工夫
○安全な避難先の確保

（TEC-FORCEの強化）
○国の支援体制の強化・充実
○官民一体となったTEC-FORCE活動の推進

（下水道施設の耐水化の推進）
○下水道施設の耐水化に係る技術的な基準を設
定し、計画的に対策を推進

（被災自治体の災害応急対策への支援）
○国による被災自治体の災害応急対策への支援の拡大

（観測の充実や新たな開発）
○観測体制の充実や予測技術の高度化 14


